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健康福祉部保健予防課

オミクロン株対応新型コロナウイルスワクチン接種にかかる接種間隔の

短縮について

令和４年１０月２１日付けで、予防接種実施規則の一部を改正する省令（令和

４年厚生労働省令第１４９号）が公布され、同日付けでオミクロン株対応新型コ

ロナウイルスワクチン接種を行う場合の最終の接種からの間隔が短縮されるこ

ととなった。

これを受けて、「中野区オミクロン株対応新型コロナウイルスワクチン接種実

施計画」（以下「オミクロン株対応ワクチン接種計画」という。）を更新したので

報告する。

記

１ 接種間隔の短縮

オミクロン株対応新型コロナウイルスワクチン接種を行う場合の最終の接

種からの間隔を従前の「５か月以上」から「３か月以上」に短縮する。

２ 区における接種間隔短縮の適用日

令和４年１０月２６日

３ 接種券の発送日

（１）令和４年７月３１日までに２～４回目のワクチン接種を受けた者

令和４年１０月２８日

（２）令和４年８月３１日までに２～４回目のワクチン接種を受けた者

令和４年１０月３１日

（３）令和４年９月３０日までに２～４回目のワクチン接種を受けた者

令和４年１１月１日

４ オミクロン株対応ワクチン接種計画（更新後）

別添のとおり




































































